
町長日誌（2月）
  1日　庁議
  2日　知事と市町村長との意見交換会（県庁）
  5日　 東総広域水道企業団議会定例会
  6日　 千葉県国民健康保険団体連合会理事

会（国保会館）、千葉県町村会役員会
（自治会館）

  7日　 千葉県市町村職員共済組合理事会
（オークラ千葉ホテル）

  8日　 香取広域市町村圏事務組合構成市町
長会議（消防本部）

  9日　 千葉県後期高齢者医療広域連合議会
定例会(TKPガーデンシティ千葉）

13日　 千葉県町村会定例会（オークラ千葉ホ
テル）

14日　 千葉県土地改良事業団体連合会理事
会（ホテルポートプラザ千葉）

15日　 総合事務組合議会定例会・千葉県土
地開発公社理事会（自治会館）

16日　 東総用水土地改良区理事会、香取広
域市町村圏事務組合議会全員協議
会・本会議（山田支所）

26日　 千葉県国民健康保険団体連合会総会
（国保会館）

28日　 庁議、課長会議、区長会総会

広告

春の交通安全運動が始まります

～�挙げる手を　
　�やさしく見守る　
　　　　�横断歩道�～

　交通事故には、季節によって気を付けるポイント
が変わってきます。
　４月のこの時期に気を付けたいのは「子ども」で
す。新入生や新生活が始まる人が増えるので、歩行
者・自転車・車など、どの交通手段でも常に周りに
は慣れていない人がいると心に留めておきましょ
う。また、春になり気候がよくなると、気が緩みが
ちです。初心に戻り危険を予測し、意識を高め交通
事故防止に努めましょう。
総務課　庶務係　☎86-6082

固定資産税評価審査委員に
相馬政則氏が再任

　固定資産評価審査委員とし
て、相馬政則氏が町議会３月定
例会で同意され、３月12日付
けで再任されました。任期は３
年間で、固定資産課税台帳に登
録された価格に関する不服を審
査決定します。委員会は３人
の委員で構成されています。

　アンコンシャス・バイアスとは、無意識に
かたよった物の見方のことで、「無意識の思い
込み」と言われています。アンコンシャス・バ
イアスは、過去の経験や知識などから、知ら
ず知らずのうちに物事を決めつけてしまうこ
とであり、日常にあふれていて、誰にでもあ
ることです。それ自体に良し悪しはありませ
んが、問題なのは、アンコンシャス・バイア
スに気づかず、自分の先入観で無意識に発し
た言葉や態度が相手を傷つける可能性がある
ことです。これは、個人だけではなく、家庭
や会社、周囲にも悪影響を及ぼします。
　あらためて、ご自身の行動や考え方を見つ
め直して、アンコンシャス・バイアスに「気づ
く」ことから始めてみませんか。
●アンコンシャス・バイアスの例
・「普通は〇〇だ」という言葉を使う。
・�性別や世代、学歴などで、相手を見ること
がある。

・性別で任せる仕事や役割を決めている。
・DVと聞くと被害者は女性だと思う。
・転勤は男性がするものだと思う。

総務課　庶務係　☎86-6082

「アンコンシャス・バイアス」「アンコンシャス・バイアス」ってってななにに？？

アンコンシャス・バイアス（無意識の
思い込み）への気づきは、多様性を
認め合う社会への第一歩だよ。

▲相馬　政則氏
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町からのお知らせ

広告

東洋合成工業株式会社
〒111-0053　東京都台東区浅草橋1-22-16
ヒューリック浅草橋ビル8階　TEL：03-5822-6171

　犬の登録と狂犬病予防接種を行います。
　狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなり
ません。
●注意事項
　�　犬の登録は生涯1回です。すでに登録済の
方は犬の登録手数料（新規）がかかりません。
なお、生後3ヶ月未満の犬は、登録および狂
犬病予防注射はできません。
　�　飼い主が死亡したり、行方不明になった場
合は連絡してください。
●料金（一例）
　犬の登録手数料（新規の場合）� 3,000円
　狂犬病予防注射料金（集合）� 2,950円
　狂犬病予防注射済票交付手数料� 550円
　　　合　　　　　　　　計	 6,500円
※�コジュリンカードをお持ちの方は持参してください。

町民課　生活環境係　☎86-6072

　毎月１回、人権行政合同相談所を開設しています。
相談委員が無料で相談に応じますのでお気軽にご相
談ください。
●人権相談
　�　法務大臣に委嘱された人権擁護委員がいじめ、差
別、虐待など人権上の問題や悩みをお聞きします。

●行政相談
　�　総務大臣に委嘱された行政相談員が国や特殊法
人の仕事についての苦情、要望、意見などの相談を
受け付けます。

●令和６年度の相談所開設日
　４月15日（月）、５月20日（月）、６月24日（月）
　７月22日（月）、８月19日（月）、９月30日（月）
　10月21日（月）、11月18日（月）
　12月２日（月）、16日（月）、１月20日（月）
　２月17日（月）、３月17日（月）
　場所　町公民館
　時間　原則第３月曜日　13：30〜15：30
　予約　事前予約は不要です。直接会場にお越しください。

� 町民課　町民係　☎86-6070

日　時 場　所 時　間

4月14日（日） 役場 � 9：00〜11：45
13：30〜15：30

4月15日（月）

大友公民館 � 9：00〜� 9：20
小座区民館 � 9：30〜� 9：50
粟野公民館 10：00〜10：20

ふれあいセンター 10：30〜11：10
東庄町児童館 11：20〜12：00
舟戸青年館 13：30〜13：50
ふれあい公園 14：00〜14：30
本郷公民館 14：40〜15：10

4月16日（火）

青馬青年館 � 9：00〜� 9：20
雲井岬公園駐車場 � 9：30〜10：10
さくら公園

（旧東庄病院跡地） 10：20〜11：00

新宿青年館 11：10〜11：40
竜神台青年館 13：10〜13：30
羽計台青年館 13：40〜14：00
羽計青年館 14：10〜14：30
宿浜区協同館 14：45〜15：15

犬の登録と狂犬病予防注射

人権行政合同相談をご利用ください
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